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第１回 横浜市栄区民文化センター指定管理者選定評価委員会会議録 

開催日時  令和８年３月 30日（月） 10時～11時 40分 

開催場所  栄区役所本館４階 ２号会議室 

出 席 者  海野由喜代委員、佐藤亨委員、中野恵子委員、箕口一美委員、柳田満委員 

（計５名） 

欠 席 者  なし 

開催形態 公開、ただし議題３以降は非公開（傍聴者なし） 

議  題 １ 委員長選出 

２ 会議の公開・非公開について 

３ 選定スケジュールについて 

４ 指定管理者公募要項、指定管理者業務の基準、指定管理者提案課題及び様 

式集について 

５ 評価基準項目及び採点方法について 

決定事項 １ 委員の互選により、佐藤委員を委員長に選出した。また、箕口委員を委員 

長職務代理者に指名した。 

２  会議の公開・非公開について、次のとおり決定した 

・第１回選定評価委員会：公募内容の事前漏洩を防ぎ、公平性を期すため、

議題３以降の内容を非公開とする。 

・第２回選定評価委員会：応募団体の面接審査等については、他の団体を別

室で待機させた上で公開とし、委員による審査・採点については、非公開

とする。 

３ 選定スケジュールについて、原案のとおり決定した。また、第２回選定評

価委員会の日程を令和８年８月５日（水）に決定した。 

４ 指定管理者公募要項、指定管理者業務の基準、指定管理者提案課題及び様 

式集について、委員会の意見を反映し、一部修正のうえ決定することとし 

た。 

５ 評価基準項目及び採点方法について、原案のとおりとする。 

議  事 １ 委員長選出について 

  委員からの推薦により、佐藤委員が委員長に選出された。 

  佐藤委員長より、職務代理者として箕口委員が指名された。 

 

２ 会議の公開・非公開について 

第１回委員会においては、公募内容の事前漏洩を防ぎ、公平性を期すため、

議題３「選定スケジュール」以降を非公開とする、また、第２回委員会にお

いては、応募団体の面接審査等については、他の団体を別室で待機させた上

で公開とし、選定委員による審査・採点については、適正な審査が阻害され

る恐れがあるため非公開とする事務局案について説明があり、案のとおり決

定した。 

 

３ 指定管理者選定スケジュール 

選定スケジュール（第２回指定管理者選定評価委員会は、８月５日（水））

について事務局案の説明があり、案のとおり決定した。 
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４ 指定管理者公募要項、指定管理者業務の基準、指定管理者提案課題及び様 

式集について 

公募要項、業務の基準、提案課題について、事務局案の説明があり、委員  

から、主に次の意見が出された。 

 

【主な意見等】 

・「指定管理業務」、「指定管理事業」、「自主事業」の区分がわかりにくく、

応募者が混乱する可能性があるのではないかという意見があり、事務局よ

り、横浜市ガイドラインの改正により、従来の「自主事業」の概念が変更

されたことについて説明があった。 

・自主事業が貸館利用を過度に圧迫しないよう、バランスに配慮すべきとの

意見があった。 

・一方で、一部施設（ギャラリー等）では稼働率が低いところもあり、自主

事業により活用することも有効との意見があった。 

・デジタルコンテンツ活用（使命６）については、現行の人員に加え、専門

人材の確保等に相応のコストが必要になるのではないかという意見があ

った。 

・デジタル分野については、応募者の体制、実現性を重視して評価すること

が重要との認識を共有した。 

 

【対応】 

委員からの意見を踏まえ、事務局で確認の上、公募要項（事務局案）の一

部を修正し、決定することとした。 

 

５ 評価基準項目及び採点方法の検討 

事務局より、評価基準項目、採点方法について説明があり、委員から、主

に次の意見が出された。 

 

【主な意見】 

・団体の理念・方針と財務状況が同一項目で評価されている点について、評

価が分かりにくいとの意見があり、事務局より、財務状況が著しく悪い場

合は、選定対象外となる点について説明があった。 

・「自主事業の実施」が加減点項目となっている点について、マイナス評価

の想定や判断基準を明確にする必要があるとの意見があり、事務局より、

確認して、回答する旨の説明があった。 

・加減点項目について、各委員はどの項目を判断するのかという質問があ

り、「市内中小企業等であるか」「本市重要施策を踏まえた応募団体の取組

状況」については、事務局で事前に事実確認を行い、その結果をもって各

委員に判断いただくこと、また、それ以外の項目については、応募資料よ

り各委員が判断することの説明があった。 

・評価基準項目の表中の各項目の表題に「（例）」という表記があるが、記載

内容は例なのかという質問があり、事務局より、例ではないため、公表時

には削除するという説明があった。 
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【対応】 

  評価基準及び採点方法についても、委員の意見を踏まえ、事務局と委員長

で調整のうえ、確定することとした。 

 →委員会終了後、事務局から委員会に対し、「自主事業の実施」が加減点項

目となっている点についての意見に対する確認結果が示され、マイナスの配

点を見直すこととなった。 

資  料 １ 第５期指定管理者選定委員会委員名簿 

２ 横浜市区民文化センター条例（抜粋） 

３ 栄区民文化センターの指定管理者の候補者の選定等に関する要綱 

４ 栄区民文化センター選定評価委員会運営要綱 

５ 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（抜粋） 

６ 選定スケジュール 

７ 横浜市栄区民文化センター指定管理者公募要項 

８ 横浜市栄区民文化センター指定管理者業務の基準 

９ 横浜市栄区民文化センター指定管理者提案課題及び様式集 

10 横浜市栄区民文化センター指定管理者業務の基準 別添資料 

11 評価・採点方法について 

特記事項 第２回指定管理者選定委員会は８月５日（水）に開催する。 

 


